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平成 29 年
４月から

　　どんな制度なの？

　今までのサービスはどうなるの？

　利用するにはどうすればいいの？　説明会に出向きます

　　今までとどう変わるの？

　　なぜこの事業が必要なの？

■総合事業に関する問い合わせ■
介護長寿課  ☎ 227 － 6066
市地域包括支援センター  ☎ 227 － 6067
 kaigo@city.nonoichi.lg.jp

現行の要支援１・２の人に対する予防給付のうち、訪問介護と通所介護が総合事業に移行します。

■介護予防・生活支援サービス事業

≪訪問型サービス≫

≪通所型サービス≫

■一般介護予防事業

※総合事業は専門職でなくても担えるサービス（生活支援訪問サービス、自立支援通所サービス）をつくり、
ののいちケアサポーターなどの多様な人材を育成し、活躍していくことにより、2025 年問題に対応していく
ことになります

団塊の世代が 75 歳を超える 2025 年以降には、次のようなことが予想されています。

「ひとり暮らし高齢者等生活支援事業」
は４月から総合事業の訪問型サービス
に移行します。

近くの地域包括支援センター、市役所
介護長寿課に相談してください。
＜持っていくもの＞　
介護保険被保険者証、
健康保険証、個人番号カードなど
※訪問もできるのでまずは相談してください

「町内会に来て説明して
ほしい」「サークルで勉
強会をしたいから来てほ
しい」などの要望があれ
ば、説明会を開催します。
ぜひ相談してください。

≪平成 29 年３月まで≫ ≪平成 29 年４月から≫

介護給付（要介護１～５）

必要なサービスを引き続き受
けることができます。しかし、
現在利用している事業所が

「生活支援訪問サービス」を実
施しない場合があります。担
当ケアマネジャーに確認して
ください。

利用するサービスによって違
いますが、総合事業のサービ
スは、これまでのサービス
とほぼ同額か少し安くなりま
す。詳しくは担当ケアマネ
ジャーに確認してください。

総合事業の訪問型サービスや
通所型サービスのみを利用す
る場合、基本チェックリスト
で該当すれば利用できます。
要支援認定を受ける必要はあ
りません。

※基本チェックリストは「高齢者あんし
んガイドブック」を参照してください

　　75 歳以上の高齢者が増え、支援や
　　介護を必要とする人が急増する

　　認知症高齢者が増加
　　することにより地域
　　での見守りが必要

　　単身高齢者世帯や
　　高齢者のみ世帯が
　　増加する

　買い物や掃除などの生活支援を必要とする高齢者は増加するが、介護の専門職が不足することが
　予想されるため、多様な人材が高齢者を支える仕組みが必要になってきます。

介護給付（要介護１～５）

　訪問介護員により行われる入浴介
　助などの身体介護および生活援助　訪問介護相当サービス

　介護保険制度や認知症予防・対応
　などの講話、筋力低下防止の講話
　や体操

　介護予防教室

　施設において、看護師や介護福祉
　士などの専門職により行われる日
　常生活での支援や機能訓練など

　通所介護相当サービス

　訪問介護員または一定研修修了者
　（ののいちケアサポーター）により
　行われる掃除などの生活援助

　生活支援訪問サービス

　身近な地域において地域住民が
　気軽に集える場ができるよう支援

  地域サロン・コミュニティ
  カフェの立ち上げ支援

　施設において介護福祉士または
　一定研修修了者等により行われる
　体操や交流など

　自立支援通所サービス

　筋力トレーニングなどの運動によ
　り、体の筋力やバランス能力を向
　上し、日常生活の改善を図る

  はつらつトレーニング教室

「総合事業」とは…
　この事業は、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）に向け、単身高齢者世帯や高
齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想される中、地域の住民、団体、事業者などが参画し
て多様なサービスの充実を図り、支援が必要な高齢者を地域全体で支えることを目的としています。

　○通所リハビリテーション
　○訪問看護
　○福祉用具貸与・購入など

　○訪問介護
　○通所介護
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　○通所リハビリテーション
　○訪問看護
　○福祉用具貸与・購入など
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　介護予防・日常生活支援総合事業
　○訪問型サービス
　○通所型サービス
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変更なし

変更なし

変更あり

　　することにより地域
　　高齢者を支える人口が
　　減少し、働く介護人材
　　が不足する

近くの地域包括支援センター、市役所
介護長寿課に相談してください。

Q&A

現在、介護予防訪問介護を利用して
いますが、総合事業に変わったらど
うなりますか？

ホームヘルプやデイサービスのみを
利用する場合、要支援認定を受ける
必要がありますか？

サービスを利用した時の自己負担は
変わりますか？

『介護予防・日常生活 支援総合事業』が始まります！




